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地域を創るバイオマス利活用講座２０２０

総 論
～バイオマス利活用の意義とは～

北海道大学バイオマスコミュニティ 特任助教
NPOバイオマス北海道 理事

落合 知

本日の講演内容

１．バイオマスの定義と利活用方法

２．なぜバイオマス利活用か

３．バイオマス利活用の意義とは

本日の講演内容

１．バイオマスの定義と利活用方法

バイオマスの定義

再生可能な、生物由来の有機性資源で
化石資源を除いたもの

バイオ
bio

＋ マス
mass

生物 まとまった
量

バイオマスの種類

生ごみ
（食品廃棄物）

家畜ふん尿
（牛ふん、豚ふん）

木くず（廃木材）

下水汚泥
（※家庭から出るふん尿
を処理した後の残りもの）

林地残材、
稲わら
麦稈
籾殻

など

菜の花
トウモロコシ

など

未利用
バイオマス廃棄物系バイオマス

資源作物

バイオマスの種類（分類は様々）

バ
イ
オ
マ
ス

生
産
系

未
利
用
資
源
系

陸域系

水域系

農林水産系

廃棄物系

糖質系（サトウキビ、テンサイ、スイートソルガムなど）

デンプン系（トウモロコシ、キャッサバ、サツマイモなど）

セルロース系（ネピアグラス、笹、ポプラ、プラタナスなど）

炭化水素系（ユーカリ、アオサンゴなど）

油脂系（アブラヤシ、ナタネ、ヒマワリなど）

淡水系（ホテイアオイ、カナダモなど）

海洋系（マコンブ、ジャイアントケルプ、アオサなど）

微生物系（クロレラ、ボツリオコッカスなど）

農産系
もみ殻、稲わら、麦わら

野菜くず、食品加工残渣

農産系

牛、豚のふん尿

鶏ふん

と場残渣

クヌギ、ナラ

林地残材、枝条、間伐材

工場残材、おがくず、バーク

家屋廃材

林産系

水産系（投棄魚、死魚）

産業系（下水汚泥、パルプスラッジ）

生活系（家庭ごみ、し尿）

出典）横山伸也・芋生憲司：バイオマスエネルギー,森北出版株式会社,2009
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バイオマスの利活用方法の種類

資源作物

草本・木質

廃食用油

食品廃棄物

家畜排泄物
有機性汚泥

糖化・発酵

燃焼

エステル化

メタン発酵
（バイオガス化）

好気性発酵
（堆肥化）

固形燃料化

エタノール
（ガソリン代替）

電気・熱供給

軽油代替燃料
（BDF、BTL）

堆肥・液肥

固形燃料

＜バイオマス＞ ＜変換技術＞ ＜アウトプット＞

変換技術：堆肥化

インプット ・水分調整
30～60%
・C/N比
30～35が最適

好気性反応
一次発酵
• 切返し
• 空気供給

脱臭

好気性反応
二次発酵

異物
除去

たい肥

生ごみ
脱水汚泥
家畜ふん尿

副資材
おがくず
もみ殻

メリット
多種の廃棄物を副資材（含水率調整）と合わせて処理できる
単純な技術なので維持管理が比較的容易

ポイント
分別に対する理解と協力（異物の混入）
悪臭対策（発酵で発生するアンモニアなど）
利用先の確保（利用者の理解，堆肥の保管）
良質なたい肥を得るには水分、C/Nの調製、空気供給が重要

脱臭

変換技術：メタン発酵（湿式）

インプット 異
物
除
去

メタン発酵
• 微生物反応へ影響因子を

制御
• pH：6.8～7.5
• 温度：30－45度（中温），

50－60度（高温）
• アンモニア濃度：3000－

4000mg/L（中温），2500－
3500 mg/L（高温）

脱
硫
・不
純
物
除
去

発電・熱

生ごみ
汚泥
家畜ふん尿

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー

発
電
機
・
ボ
イ
ラ

発
酵
残
さ

液肥利用・
堆肥化・
敷料
または
水処理・焼却

メリット
エネルギーの地産地消，資源の付加価値の高い有効利用
密閉施設のため悪臭が少ない（堆肥化施設と比較して）
FIT制度による売電利益を期待できる

ポイント
異物除去・発酵条件の適切な管理が必要
発酵残さの有効利用先の確保
建設費・維持管理費が高め（処理システムにより多少異なる）

残渣処理
脱水処理

変換技術：バイオディーゼル（ＢＤＦ）

アルカリ触媒法

インプット エステル交換反応
廃食油の主成分（トリ
グリセライド）とメタノー
ルが反応し，脂肪酸メ
チルエステル（BDF）が
生成

BDF分離
ディーゼ
ルエンジ
ン車燃料

廃食用油
メタノール

触媒
（NaOH, 
KOH）

不純物除去
（洗浄・脱水）

廃液・グリセリン
排水処理
または
有効利用
（助燃剤，発
酵原料）

メリット
エネルギーの地産地消，CO2排出抑制（カーボンニュートラル）
バイオディーゼル5%混合軽油（B5燃料）はグリーン購入法の対象
バイオディーゼル100%は税優遇（軽油取引税，約32円／L）

ポイント
動物性油（油脂）は処理できないので，分別の徹底が必要
バイオディーゼル100%の利用時にはエンジンのメンテや低温での
固化を防ぐ

変換技術：稲わら・木質ペレット

ボイラー燃料
ペレットストーブ

工場端材
間伐材
稲わら

インプットインプット 破砕 成型
加熱・押し出し

メリット
エネルギーの地産地消，CO2排出抑制（カーボンニュートラル）
容量に対するエネルギー量が高い（木質チップと比較）
長期の貯蔵が容易
燃料の価格変動が小さい

ポイント
原料輸送コストの低減，需要促進，木質資源生産と需要のバランス

ペレット
長さ1~2cm
直径6~12 mm

本日の講演内容

２．なぜバイオマス利活用か
～廃棄物処理の過去から現在～
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廃棄物系バイオマスの二面性

生ごみ（食品廃棄物）、下水汚泥、家畜ふん尿等

①汚物 ②不要物（資源）

適切な変換技術適切な処理

自然・生活環境汚染の防止 再生資源・エネルギー

（燃料、肥料、電気、熱）汚水→公共用水（地下水、河川）の汚染
悪臭、害虫の発生（ハエ、ねずみ）

廃棄物の適正処理：
江戸時代（1600年頃）～

リサイクル、再生利用：
昭和45年（1970） ～

都市ごみ処理の歴史 ～都市からのごみの排除～

江戸（都市）
家庭ごみ→私有地、川や堀に投棄→悪臭や火災の発生

出典）環境省、環境・循環型社会白書（平成30年版）、
https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/somu/koho/toke/nakami/

江戸幕府：ごみ投棄を禁止、ごみ投棄場を指定、
処理業者（運搬）も指定（1649年～1699年）

明治時代（東京市）
一人一日当たりごみ排出量 約290 g（年間29万トン，人口275万人）

※西洋文化の流入でごみ量増加
※汚物掃除法：ごみ処理の責任を市町村が持つ

現在（東京23区）
一人一日当たりごみ排出量 約790 g (年間277万 トン，人口956
万人）

都市ごみ処理の歴史 ～ごみ排出量の推移（東京23区）～

出典）https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/somu/koho/toke/nakami/

都市ごみ処理の歴史 ～東京23区の処分場～

出典）https://www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp/somu/koho/toke/nakami/

そのまま埋立られた粗大ごみ
（写真：東京都清掃事業百年史）

埋立処分場で行列をつくる清掃車
（写真：東京都清掃事業百年史）
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都市ごみ処理の歴史 ～直接埋立から焼却へ～

出典）https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/somu/koho/toke/nakami/

経済の発展・人口・ごみ量の増大
→埋立地のひっ迫、衛生状態の悪化（ハエ、悪臭）、埋立地

での火災

昭和38年に原則、焼却
して残渣を埋立する方
針（生活環境施設整備第一次5ヶ

年計画）

→腐敗性のごみを衛
生的に処理、減量化

収集

焼却

焼却率

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会

資源

例：石油
金、レアメタル 製品製造

例：テレビ、飲料容器
携帯電話

消費

廃棄

埋立

排水
排ガス

地球

資源→枯渇

環境→汚染
公害問題

埋立→場所
不足

汚染

一過性社会の限界
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廃棄物・環境関連法案の制定

昭和42年（1967）
「公害対策基本法」⇒「環境基本法」（1993）

→大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に係る環境基準（環境の目標値）の設定

昭和43年（1968）
「大気汚染防止法」

→工場、事業場から発生するばい煙（SOx，ばいじん，有害物質）の排出規制（排出濃度
基準）

昭和45年（1970）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（いわゆる廃掃法）

→産業廃棄物（事業活動で生じる20種）、一般廃棄物（産廃以外）を定義
→不法投棄対策、有害な産業廃棄物（水銀、カドミウム）の処理・処分を規定

「水質汚濁防止法」
→工場、事業場等から排出される排水に対する規制（排水濃度基準）

ちなみに・・・
平成14年（2002）「土壌汚染対策法」

→土壌汚染調査、汚染地域の記録（指定区域）、健康被害の防止措置

天然資源と空間の有限性

1970年代オイルショック（原油価格の高騰）
→省資源、省エネルギーの動き

＋埋立地不足・焼却施設の立地問題
：焼却・埋立するごみを減らしましょう！→ごみ分別

先進事例
昭和50年(1975) 沼津市（静岡）
「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」に分別、「混ぜればゴミ、分けれ
ば資源」の標語が誕生
昭和55年(1980) 豊橋市（愛知）

5分別、燃やせるごみとし尿処理汚泥のコンポスト

資源

例：鉄鉱石、アルミ

製品製造

例：スチール缶
アルミ缶

消費

廃棄
埋立

排水
排ガス

地球

資源
回収

リサイクル社会へ

資源→保全

環境→汚染
減少

埋立→場所
確保

循環型社会へ ～循環型社会形成推進基本法～

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法（2000）

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法再生資源利用促進法

3R (Reduce, Reuse, Recycle) 適正処理

容器包装リサイクル法 家電リサイクル法

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律

（建設リサイクル法）

食品循環資源の再生利用
等の促進に関する法律

（食品リサイクル法）

国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

例：石油
金、レアメタル 製品

例：テレビ、飲料容器
携帯電話

消費

廃棄

地球
資源

埋立 排水
排ガス

資源
回収

廃品
回収

Reduce
発生抑制

Reuse
再使用

例：フリーマーケット

Recycle
再生利用
（熱利用含む）

適正処理・管理

循環型社会＝資源保全と環境保全 循環型社会のその先へ ～Sustainable Development GOALS～

我々は世界
を変革する

出典）外務省 JAPAN SDGs Action Platform

19 20

21 22

23 24



循環型社会のその先へ ～持続可能な開発目標（SDGs）～

出典）持続可能な開発⽬標（SDGｓ）達成に向けて⽇本が果たす役割：外務省 国際協⼒局 地球規模課題総括課（令和２年１⽉）

循環型社会のその先へ～地域循環共生圏＝ローカルＳＤＧｓ

本日の講演内容

２．なぜバイオマスの利活用か
～モノの流れから見る～

我が国の物質フロー

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

循環型社会形成の指標 ～資源生産性～

資源生産性
ＧＤＰ

天然資源等投入量
＝

循環型社会
形成推進基本法

39.3万円/トン

バイオマス利活用で低下

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

循環型社会形成の指標 ～循環利用率～

入口側の循環利用率
循環利用量

（循環利用量＋天然資源等投入量）
＝

循環型社会
形成推進基本法

14.9%

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）
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循環型社会形成の指標 ～循環利用率～

出口側の循環利用率
循環利用量

廃棄物等発生量
＝

循環型社会
形成推進基本法

43.3%

バイオマス利活用で
増加

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

循環型社会形成の指標 ～最終処分量～

循環型社会
形成推進基本法

1,360万トン

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

最終処分場の残余容量と残余年数（一般廃棄物）

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

最終処分場の残余容量と残余年数（産業廃棄物）

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

本日の講演内容

２．なぜバイオマスの利活用か
～エネルギーから見る～

再生可能エネルギーの中の「バイオマス」

再生可能エネルギー源：「太陽光、風力その他非化石エネルギー
源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認
められるものとして政令で定めるもの」と定義。

太陽光
風力
水力
地熱
太陽熱
大気中の熱
その他の自然界に存在する熱

バイオマス
など

太陽光や風力に比べて天候に影響されず、
安定した供給源

太
陽

植物

処理・燃焼・利用

CO2排出

バイオマス

光合成

利用

排出

電気・熱
仕事
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バイオマスエネルギーのポテンシャル

総発熱量：約４６０PJ/年
→電力利用量で約130億kWh（約280万世帯/年）
→燃料利用可能量（原油換算）：約1,180万kL（ガソリン自動車約1320万台分/年）
→温室効果ガス削減可能量：約4,070万t-CO2

(日本全体の温室効果ガス発生量の約3.2%相当)

総発熱量：約720PJ/年
→電力利用量で約220億kWh（約460万世帯/年）
→燃料利用可能量（原油換算）：約1,850万kL（ガソリン自動車約2,080万台分/年）
→温室効果ガス削減可能量：約4,070万t-CO2

(日本全体の温室効果ガス発生量の約5.0%相当)

バイオマス活用推進基本計画の2020年における利用率目標を全て
エネルギー利用したら・・・

未利用バイオマスを全てエネルギー利用したら・・・

出典）バイオマス活用推進会議：バイオマス事業化戦略～技術とバイオマスの選択と集中による事業化の
推進～（平成２４年９月）

バイオマスを使うことのメリット例：資金の地域内循環

（出典）環境省：環境白書（Ｈ２７）

日本がエネル
ギー購入のため
に海外への支出
額28兆円

エネルギーの
地産地消

＝地域内で資金
を循環できる

バイオマス利活用のメリット例：エネルギー供給リスクの低減

東日本大震災、福島第一原発事故、北海道胆振東部地震
⇒一か所集中で発電することのリスク
⇒分散型エネルギー
（比較的小規模で、地域に分散している）
自ら供給に参加

太陽光

太陽光 太陽光

バイオガス化
発電

風力発電

化石燃料発電
原子力発電

太陽光

参考）資源エネルギー庁、総合エネルギー調査会、長期エネルギー需給見通し小委員会（第6回会合）資料1

本日の講演内容

２．なぜバイオマスの利活用か
～「もったいない」～

食品廃棄物の発生および処理状況

出典）環境省：環境・循環型社会・生物多様性白書（令和２年度版）

「もったいない」
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下水汚泥の利活用

出展）国土交通省https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html
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賦存量 利用状況

下水汚泥 下水汚泥発生量：約
230万トン/年DS
→発電可能量：40億
kWh/年

エネルギー利用された割

合は約24%
（バイオガス発電118箇
所）※R元年度末時点

下水熱 下水処理量：約115億
m3/年
→約90万世帯の年間
冷暖房熱源に相当

下水熱利用は32箇所

「もったいない」

利用率
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バイオマス利活用の現状と目標値（全国）

出典）農林水産省：バイオマス活用推進基本計画（平成２８年）

種類 利用率（現状⇒2025年目標） 展開方向

家畜排泄物（約81,000千トン） 約87%⇒約90% 堆肥化、炭化、メタン発酵

下水道汚泥（約78,000千トン） 約68%⇒約85% 燃料化、肥料化、メタン発酵

黒液（約13,000千トン） 約100%⇒約100% エネルギー利用（燃焼）

紙（約27,000千トン） 約81%⇒約85% エタノール化、バイオガス化

食品廃棄物（約17,000千トン） 約24%⇒約40% 肥飼料、メタン発酵

製材工場等残材
（約6,400千トン）

約97%⇒約97% 製紙・ボード原料、エネルギー
利用

建設発生木材（約5,000千トン） 約94%⇒約95% 木材パルプ、ボード

農作物非食用部
（約13,000千トン）

約32%⇒約45%（すき込み除く）

約88%⇒約90%（すき込み含む）

肥飼料、エネルギー利用

林地残材（約8,000千トン） 約9%⇒約30%以上 製紙・ボード、エネルギー利用

「もったいない」

北海道のバイオマス利活用の現状

バイオマス種類
H25 H29 H34（見通し）

利用率 利用率 利用率

家畜排せつ物
発生 20,300 

98.0%
19,469 

98.0%
19,700 

現状以上
利用 19,900 19,080 19,300 

農作物非食用部
発生 1,540 

88.8%
1,592 

86.9%
1,648 

100%
利用 1,368 1,382 1,648 

製材工場等残材
発生 1,094 

99.4%
932 

99.4%
1,310 

現状維持
利用 1,087 926 1,301 

未利用木材
発生 1,000 

9.3%
940 

40.0%
1,139 

37.9%
利用 93 376 432 

漁業系残渣・水産加
工残渣

発生 370 
97.7%

299 
97.2%

390 
現状以上

利用 361 291 382 

食品加工残渣
発生 1,106 

96.1%
1,041 

97.1%
975 

98.1%
利用 1,063 1,010 956 

生ごみ
発生 611 

8.2%
606 

9.6%
513 

36.3%
利用 50 58 186 

下水汚泥
発生 160 

80.5%
147 

85.0%
137 

85.3%
利用 129 117 125 

単位：千トン／年

出典）北海道バイオマス活用推進計画 中間評価報告書 （平成３０年３月）

日本全体の約24%

本日の講演内容

バイオマス利活用の意義とは？

バイオマス事業は 「循環事業 or 発電事業？」

循環事業 or 発電事業？
風力発電（数百～2000kW規模）×数基
太陽光発電（数千kW規模）
木質バイオマス発電（5,000kW規模以上）

発電事業◎

牛ふん、生ごみなどの
バイオガスプラント（数百kW）

発電事業△
循環事業○

牛ふん

バイオガス
プラント

液肥
敷料

牧草飼料

創出されたエネルギー

循環の駆動力
（エネルギー、資金として）

酪農経営
環境
地域振興
（プラスの効果）

地域振興（地域経済の構造改革）

健全な地域循環型社会とは

地域（国、都道府県、市町村、地域コミュニティなど）

①資源や製品

Ｚ②製品

③資金

④売り上げ

⑤環境負荷
温室効果ガス

⑤環境負荷
地下水汚染（窒素、有害物質）

埋立
スペースの浪費

生産・流通
（農業、林業、漁業など） 生活消費

住民、公共施設

廃棄物等
下水汚泥
牛ふん
生ごみ
し尿・浄化槽汚泥
剪定枝
紙ごみ など

エネルギー（自前）
液肥・堆肥
敷料

処理

循環利用

Step 1 循環利用の向上：資源の節約

Step 2 資源生産性（④/①）の向上：少ない資源から高付加価値物へ

Step 3   環境効率（⑤/④）の向上：環境負荷/売上げを小さく

Step 4   外部資金流出（③）の抑制：地域内資金循環へ）

地産地消、雇用創出、
自前のエネルギー確保（災害対策）

資源保全、環境保全
脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会） 48

4つのステップ

地域への効果

地球環境への
貢献

健全な地域循環型社会とは

43 44

45 46

47 48



健全な地域循環型社会とは

バイオガスプラントは地域の循環の要

バイオガスプラント

草地

酪農
ふん尿

草地
耕種農家

堆肥・液肥

堆肥・液肥

戻し堆肥（敷料）

戻し堆肥（敷料）

余剰エネルギー
（電気、熱など）

住宅地域（公共施設含む）

雇用

雇用

災害時のエネルギー確保

地域全体（酪農を主体とした町、村）

①資源や製品

Ｚ②製品

③資金

④売り上げ

資源生産性（④/①）の向上 ：飼肥料・敷料・エネルギーの外部購入の節約による
経費削減による競争力の向上

環境効率（⑤/④）：環境負荷削減による地域イメージの向上（観光客など）
資金（③）流出抑制：新たな地域雇用の創出、災害時のエネルギー確保

飼料、肥料、敷料、
エネルギー

⑤
温室効果ガス、
水質汚濁など

環境負荷

健全な地域循環型社会とは

余剰エネルギー
（電気、熱など）

住宅地域（公共施設含む）

雇用

災害時のエネルギー確保

地域全体（中小都市）

①資源や製品

Ｚ②製品

③資金

④売り上げ

資源生産性（④/①）の向上 ：食料・肥料・エネルギーの外部購入の節約による
経費削減による競争力の向上

環境効率（⑤/④）：生ごみ以外の廃棄物のハンドリング向上（資源化、処理効率向上）
資金（③）流出抑制：新たな地域雇用の創出、災害時のエネルギー確保

食料、肥料、
エネルギー

バイオガス化施設

食品廃棄物

都市部

生ごみ

下水処理場・浄化槽

下水汚泥
し尿・浄化槽汚泥

耕種農家

堆肥・液肥

⑤
温室効果ガス、
水質汚濁など

環境負荷

バイオマス利活用事業のシステム化

③変換技術
・メタン発酵 ・堆肥化

・焼却 ・MBT ・固形燃料

②Output
・熱利用、発電・熱利用、

水素、燃料利用

固定価格買取
制度（FIT）

資金

バイオマス
の循環

エネルギー
利用

②Output
・液肥、堆肥、戻し堆肥、灰

①Input
・一般（可燃ごみ、生ごみ）

・産廃（家畜排せつ物、下水
汚泥、プラスチック）

・未利用物（稲わらなど） FIT終了後の展開

⑤地域特性

⓪循環・エネルギーシステム構築の目的
・施設更新
・施設集約化

・コスト削減
・悪臭など生活環境の改善

・焼却量削減
・最終処分量削減

・エネルギー回収
・温室効果ガス排出量削減

④事業主体と採算性
・自治体 ・民間 ・三セク ・PFI

・（長期包括）委託 など

・人口規模 ・産業構造（農村、都市）

適正処理

ご清聴ありがとうございました

NPOバイオマス北海道 循環共生システム研究室

http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/smcsp/http://biomass-do.jp/wordpress/

北海道大学寄附分野
ﾊﾞｲｵﾏｽｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ分野

https://smcs.eng.hokudai.ac.jp/bio-com-p.html
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